
 

※ 入所に関するご相談の中で、皆様からよくお聞きするご質問についてまとめてみました。 

  

【ご本人の状態に関する事】【ご本人の状態に関する事】【ご本人の状態に関する事】【ご本人の状態に関する事】 

Q．介護度がついていても入れますか？ 

A．介護度だけで入所対象となるかどうかの判断はいたしません。心身や生活の状態を総合的にお聞きし

ての判断となります。また、疾患があっても内服で安定され、日常生活を問題なく送れる状態であ

れば問題ないかと思われます。 

 

Q．認知症・精神疾患（統合失調症など）があるが入れますか？ 

A．症状のレベルにもよりますが、軽度（軽い物忘れ程度・内服でコントロールできている等）で、自立

した生活が可能な方であれば、ご相談が可能かと思われます。 

 

Q．歩行器やシルバーカーは使えますか？ 

A．原則的に、施設内でのご利用はできません。（バリアフリーではない為）外出時など部分的なご利用

は可能です。 

 

※「もう少し早めにご相談いただければ･･･」と思う方が少なくありません。少しお元気な（自立度が高

い）うちから、早めにご相談いただけると入所につながりやすくなります。 

 

【経済状況に関する事】【経済状況に関する事】【経済状況に関する事】【経済状況に関する事】 

Q．本人の収入が少ない。 

A．連帯保証人の方がご負担いただければ問題ありません。 

 

Q．1 人部屋と 2 人部屋では料金は違うのですか？ 

A．ご負担いただく料金は同じです。その方の収入に応じたご負担額となります。 

 

Q．生活保護を受けているが入れますか？ 

A．ご親族でお一人保証人が必要です。事前に担当市町村の生活保護担当者に入所の件はご相談下さい。 

 

Q．入所してからも仕事を継続できますか？ 

A．継続できます。ただし、通勤はバス等の公共交通機関をご利用いただきます。 

 

Q．年金は夫婦で考えるのか、個人で考えるのか？ 

A．ご夫婦で入所する場合は、それぞれの収入及び必要経費を合算し、合計額の２分の１を対象収入とし

て利用料を算定します。ご夫婦のいずれかが入所する場合は、対象となる方の収入だけをみて利用

料を算定します。 

 

よくある質問・・・よくある質問・・・よくある質問・・・よくある質問・・・ 



Q．お部屋の電気代はどのように計算するのか？ 

A．お部屋ごとに電気メーターが設置されており、3 ヶ月に１回使用量を算定し、利用料と併せて徴収さ

せて頂きます。（１kwh＝18 円） 

 

【入所申込手続きに関する事】【入所申込手続きに関する事】【入所申込手続きに関する事】【入所申込手続きに関する事】 

Q．急いで入りたいのですが。 

A．お申込手続きにつきましては、①見学→②事前資料作成提出→③入所面接→④入所検討会→⑤内定面

接→⑥入所 という必要なステップを踏みながら、ご本人・保証人の方に何回か来所頂くことになり

ます。また、事前提出書類を整えて頂く必要もございますので、これらがスムーズにいって最低でも 1

ヶ月程はかかることをご了承ください。 

 

Q．保証人が他県在住でも大丈夫ですか？ 

A．緊急時等すぐ駆けつけられることを想定し、原則神奈川県・東京都在住の方とさせていただいており

ます。保証人が遠方だと、次の施設に移る際の障害となり円滑な移行ができないことがあります。 

 

Q．入所した場合、施設に住所を移さなければなりませんか？ 

A．原則的には施設の住所に変更して頂いております。支障がある場合には事前にご相談ください。 

 

Q．これまで家族の扶養に入っていた場合、入所したら扶養から外れたほうがよいか？ 

A．→健康保険に関する事･･･保険者である健康保険組合等へご相談ください。 

  →所得税・住民税における扶養控除･･･管轄の税務署へお問い合わせ下さい。 

 

【サービスに関する事】【サービスに関する事】【サービスに関する事】【サービスに関する事】 

Q．入所するまで、介護保険のサービスを利用していたが、入所してからも継続できますか？ 

A．継続できます。軽費老人ホームは在宅扱いとなりますので、介護保険サービスをご利用いただくこと

ができます。担当のケアマネージャーさんとご相談しながら進めさせていただきます。 

 

Q．入所してからも、自転車やバイク、自家用車を使用できますか？ 

A．安全管理上の観点から、自転車・バイク・自家用車のご使用はできません。あらかじめご了承下さい。

公共交通機関をご利用いただくようお願いします。 

※ホームの目の前に神奈中のバス停がございます。 

 

Q．ホームでの生活が困難になった場合はどうなるのですか？ 

A．具体的には、ホームの日課に沿った生活が難しい、夜間の介護が必要、認知症による徘徊、医療的な

処置が継続的に必要な状態になると、軽費老人ホームでの生活は困難となりますので、次の施設へ

移っていただくことになります。その際の情報提供や手続きのお手伝いなど、円滑に移行できるよ

うに、必要な支援をさせて頂きます。 

※軽費老人ホームは、自立した方の為の施設です。例えば、ご自分の居室の掃除、洗濯、服薬、金銭 

管理など、ご自身で行っていただく必要があります。入所されてから、加齢とともに生活上の支障が 

出てきたら、介護保険サービスのご利用を検討していきます。 


